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初回認証とする判断基準について 
 
 

初回認証とする判断基準について下記の通り整理します。 
 

記 
 

1. 認証有効期限が切れる前に更新認証を取得できなかった場合（認証判定が完了しなかった場

合）、その認証の手続きを更新認証として進めることはできず、初回認証として取り扱う。 
2. 認証機関の変更は、農場・団体の希望があれば更新認証とすることができる（総合規則 8.8（1））。

農場・団体の申し出が無い場合は、初回認証となる。 
3. 個別認証から団体認証、団体認証から個別認証に変更する場合は初回認証となる。 
4. JGAP 総合規則 9.3（7）または ASIAGAP 総合規則 9.3（2）c)に該当する場合、次の審査は初

回認証となる（JGAP 総合規則 農産物 2017 における 9.3（7）注記は上記に読み替える）。

なお、災害等の不可抗力発生時は 19JGF 第 301 号「災害等の不可抗力による認証継続に関す

る取扱い」に従う。 
5. 適用日 

本レターの適用日は、2020 年 1 月 1 日からとする。 
 

以上 


